
�牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚（ミニブタを含む）、

イノシシ、鶏（烏骨鶏、チャボなどを含む）、アヒル（アイガ

モ）、ウズラ、キジ、ダチョウ、ほろほろ鳥、七面鳥

家畜を 1 頭（羽）以上飼育している人へ
　家畜を１頭（羽）以上飼育している人は、

家畜伝染病予防法第 12 条の 4 に基づき、

頭（羽）数と衛生管理の状況を、毎年、県知

事に報告することが義務付けられています。

　これまでに報告したことがある人には、

定期報告様式を郵送していますので、必要

事項を記入し提出してください。報告様式

が届いていない人は、産業振興課 農政係

へ連絡をお願いします。

問 県中央家畜保健衛生所

　 ☎ 0964 - 28 - 6021

　 役場産業振興課 農政係

　 ☎ 286 - 3277

定期報告（ 2 月 1 日時点）の提出

対象家畜

提出場所　産業振興課 農政係（役場 2 階 1 番窓口）

提出期限　２月 13 日（金）

その他　　�小規模家畜飼育者※ は、頭（羽）数のみ報告をお願

いします。氏名には、必ず農場所有者のお名前を

ご記入ください。

※�牛・水牛・馬は１頭、鹿・めん羊・山羊・豚・イノシシは６頭未満、鶏・アヒル・

ウズラ・キジ・ほろほろ鳥・七面鳥は 100 羽未満、ダチョウは 10 羽未満。

対象団体　�代表者の住民登録が町にあり、福祉活動の振興のた

めに町内で活動する団体（他にも一定の要件あり）

対象事業　�ボランティア活動を促進する事業／高齢者の保健福

祉を増進する事業／障がい者の社会参加と自立を促

進する事業／児童福祉や母子福祉の向上を図る事業

／その他地域福祉を増進する事業

助成金額　・対象経費の 4 分の 3（上限 50 万円）

　　　　　・�対象経費が 4 万円を超えない事業は、3 万円を限

度として対象経費の全額　※予算の範囲内で交付

令和 8 年度地域福祉基金助成金の申請受け付け開始
　町では、民間団体や住民組織の自主的

な福祉活動などの振興を図るため、「地

域福祉基金助成金」の交付申請を 2 月 2

日（月）～ 3 月 31 日（火）に受け付けます。

　要件や申請方法など詳しくは、町ホー

ムページで確認するか、福祉課 地域福祉

係にお問い合わせください。
問 福祉課 地域福祉係

 　☎ 234 ‐ 6113

「阿蘇くまもと空港・テクノ周辺」ジョギングフェア　参加者募集
開催の概要

日時　5 月 10 日（日）

　　　午前 9 時 30 分開会

場所　�テクノリサーチパーク内

種目　3km の部、5km の部

コース 参加料 参加賞

A 4,500 円 スイカ、オリジナル商品など

B 3,000 円 メロン、オリジナル商品など

ファミリー（3 人） 6,500 円 スイカ、メロン、オリジナル商品など

※ファミリーコースは１人増えるごとに 1,500 円追加

申込方法　�スポーツエントリーを利用し、インターネット

　　　　　（右の二次元コード）か電話で申し込み

　　　　　☎ 0570 - 039 - 846
　　　　　   （土・日曜日、祝日を除く午前 10 時～午後 5 時）

その他　・�参加料以外に別途エントリー利用料がかかります。

　　　　・�入金後の種目変更、キャンセルはできません。

問 � ジョギングフェア実行委員会事務局　 ☎ 287 - 4330

こども誰でも通園制度「ひこうき」
　こども誰でも通園制度とは、保育所などに通ってい

ない、生後６カ月から３歳未満の児童を、保護者の就

労要件等を問わず時間単位で、保育所な

どで預かる制度です。利用の仕方は町

ホームページをご確認ください。

・益城町に住民票がある

・０歳６カ月～２歳である

　（３歳の誕生日の前々日まで利用可能）

・�現在、保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育事

業所・企業主導型保育施設に在籍していない

対象児童　※次の全てに該当する児童

第三空港保育園（馬水 455 - 1）

月曜日～金曜日（土・日・祝日・年末年始を除く）

午前中（詳しくはホームページをご覧ください）

料金　1 時間 300 円　　　定員　1 日 2 人

　ひと月あたり 10 時間を上限に、必要な時間

をご利用ください。3 月までは試行期間のため

給食やおやつの提供はありません。

利用期間・時間・料金・定員

申込期間
　3 月 2 日（月）～ 20 日（金）

定員　1,700 人

※定員になり次第、締め切り

詳しくは
町ホームページ
をご覧ください。

物価高対応子育て応援手当
　物価高の影響を強く受けている子育て世

帯を支援し、子どもたちの健やかな成長を

応援するため、18 歳（高校生年代）までの

子どもを養育する保護者などに対し、子ど

も一人当たり２万円の物価高対応子育て応

援手当を支給します。

　詳しくは、町ホームページ

をご確認ください。

一般支給対象者（益城町で児童手当の認定を受けている人）　

　原則、申請は不要です※。対象者宛てに「お知らせ」を郵送しま

すので内容の確認をお願いします。

※�「お知らせ」発送後の出生・離婚は申請が必要な場合があります。

公務員支給対象者（所属庁から児童手当を受給している公務員）
　所属庁からの案内に従い、３月２日までにこども未来課窓口で

手続きをお願いします。

　②のうち 12 月以降の出生児分については、出生日から３カ月

後か令和８年４月 30 日の早い日付までに手続きをお願いします。

問 こども未来課 子育て支援係　☎ 286 ‐ 3117

申請方法

対象児童

①令和７年９月分児童手当の支給対象児童

②�令和 7 年 9 月１日から令和８年 3 月 31

日までに出生した児童
問 こども未来課 保育係　 ☎ 286 ‐ 3117

平成元年度建築
（鉄筋コンクリート造、エレベーターなし）
戸数　　1 戸（2 階）　　間取り　３DK

家賃　　18,000 円～ 35,400 円

平成 2 年度建築
（鉄筋コンクリート造、エレベーターなし）
戸数　　1 戸（2 階）　　間取り　３DK

家賃　　18,300 円～ 35,900 円

町営住宅市ノ後団地入居者募集
・�浴室はスペースのみ。浴槽・風呂釜を各自で購入

・�家賃は入居する世帯の要件や間取りで決定

・入居時敷金は当初家賃の 3 カ月分

・�共益費は団地会や自治会で徴収

・�重複申し込み不可

申込書配布・申し込み受付期間
　2 月 2 日（月）～ 20 日（金）の平日午前 8 時 30 分～午後 5 時

申込書配布場所・申込先　益城町営住宅管理センター

※入居資格など詳しくは�町ホームページをご覧ください。問 益城町営住宅管理センター　☎ 285 - 7850

ホームページ

実施場所
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